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１ 検査実績
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２ 「福島県衛生研究所年報」編集要領

１ 福島県衛生研究所年報（以下，「年報」という．）の構成

年報は，業務活動の報告と調査研究成果の開示を目的として発行する．その構成は，次の

とおりとする．

Ⅰ 研究所の概要

１ 沿革

２ 施設

３ 組織と業務

４ 職員配置

５ 決算

Ⅱ 事業報告

１ 総務企画課

２ 微生物課

１）ウイルス

２）細菌

３ 理化学課

１）食品薬品

２）生活科学

４ 試験検査課及び各支所

５ 精度管理

Ⅲ 研究・調査報告

Ⅳ 学会発表及び専門誌への投稿状況

Ⅴ 参考資料

１ 検査実績（過去５年分）

２ 年報編集要領

２ 事業報告の構成は，次のとおりとする．

１）各所属の実績

微生物課及び理化学課においては各担当に細分し，試験検査課と各支所においてはひと

つにまとめ，各所属ごと該当する事業について①試験検査事業，②調査研究事業，③技術

研修事業，④公衆衛生情報関係事業，⑤その他の順に報告する．

２）精度管理

各所属で実施している各種外部精度管理，福島県試験検査精度管理事業についてまとめ

て報告する．

３ 論文等の掲載は，次のとおりとする．

１）掲載する論文等の区分等

（１）論文等の内容

公衆衛生に関することを原則とする．

（２）区分

論文：有意義な新知見を含むもの．

資料：資料的価値のあるもの．

（３）投稿者の資格

福島県衛生研究所職員であることを原則とする．
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ただし，福島県衛生研究所職員と共同研究である場合，その他福島県衛生研究所編

集委員会（以下，「編集委員会」という．）が認めた場合は，個人等であっても投稿で

きる．

（４）投稿の受付

期限は編集委員会が決定する．

２）査読

投稿された原稿は査読に付す．査読により，採録，棄却，条件付採録を決定する．

なお，条件付採録の場合は，期限内に再投稿したものに限る．

４ 編集委員会

１）編集委員会は，所長，副所長（総務），副所長（業務），各課長で構成する．

２）編集委員会の事務局は，総務企画課に置く．

附則

１ この要領は平成 16年 6月 24日から施行する．

２ この要領は平成 16年 9月 21日から施行する．

３ この要領は平成 17年 12月 1日から施行する．

４ この要領は平成 17年 12月 21日から施行する．

５ この要領は平成 18年 6月 6日から施行する．

６ この要領は平成 20年 11月 10日から施行する．

７ この要領は平成 25年 7月 17日から施行する．

８ この要領は平成 26年 6月 13日から施行する．

９ この要領は平成 27年 7月 29日から施行する．
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